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１．文献調査 

本調査の研究対象は、ウズベキスタン共和国の離婚に関する制度及び実情であるた

め、まず同国の家族法典の翻訳作業を行った。婚姻の終了原因として協議離婚が認め

られているが、未成年の子がいる場合や財産上の争いがある場合は裁判離婚の手続が

必要である。裁判所は当事者に６か月の熟慮期間を与え、その間にマハッラと呼ばれ

る住民自治組織で離婚を思い留まるよう説得が行われる。同国の離婚事情やマハッラ

等の実情に関しては、和崎聖日「中央アジア定住ムスリムの婚姻と離婚―シャリーア

と家族法の現在」等の文献が大いに参考となった。 

２．現地調査 

（１）タシケント市 

 首都タシケントには 2022年 8月 5日から 8日まで滞在し、マハッラの長、モスク

の指導師、民事裁判官に面会し、ヒアリング調査を行った。マハッラの長からは、６

か月の熟慮期間中に地区の学校長、宗教家及び警察等で構成される委員会が組織され

当事者の説得にあたる等の情報を得た。モスクの指導師はイスラム教では家族、特に

子どもが大切であり、離婚はその教えに反している旨説明した。民事裁判官からは法

の運用に関する正確な情報を得た他、個別事情に応じて離婚を認めているとの実情を

知ることができた。 

（２）ウルゲンチ市 

 次に、ホレズム地方の中心部ウルゲンチに同年 8月 8日及び 9日に滞在し、２か所

のマハッラを訪ねたほか、民事裁判官、モスクの指導師との面会を実施した。当該マ

ハッラで家族の問題を担当する女性からは、離婚原因としては義理の両親等が夫婦の

問題に介入することが多いとの実情を聴取した。民事裁判官からは離婚の統計に関す

る情報を得たほか、両国の憲法における家族関連規定について意見交換を行った。モ

スクの指導師からは離婚件数を減らす目的で婚姻する男女に対して研修を行ってい

るとの情報を得た。 

 

 諸般の事情により実現しなかったブハラ市の調査や、政府職員等のヒアリングは今

後機会が得られれば実施し、今回の調査結果と合わせて公表することとしたい。 
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